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１．事務の基本的事項
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事業概要

• 目的

– 都内の中小企業者が製品・技術開発を実施するにあたり、技術的な
課題を検討するために、社外資源を活用して実施する技術検討の一
部を助成することにより、都内中小企業による新たな製品・技術開
発を促進することを目的としています。

• 助成内容

– 助成限度額：100万円

– 助成率：１／２以内

– 助成対象期間：令和５年１月1日～令和５年12月31日（最長）
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企画
事前検証

事前検証
技術検討

開発
試験評価

生産
量産

販売

本事業の対象範囲
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助成事業の基本

助成事業の諸ルールに沿って、申請内容を適正に遂行して頂く

必要があります

① 事業終了後に交付額が確定され、交付される

・交付決定額から減額になる可能性あり

② 調達した物品等の所有権は採択企業に帰属すること

③ 事業の実施・終了を確認できること

・実施内容・結果を客観的に確認できること

・技術検討の完了を確認できること

（技術検討を完了すること）
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実施内容・結果の確認

助成対象の確認が可能であり、かつ本助成事業に係るものとし

て、明確に区分できること

※通常の商取引や商慣習とは異なる場合があります

※必要に応じて、通常業務と分けて経理処理してください

※原則、金融機関への振込払い（小切手、手形、現金(10万円未満)等可）

※報告書類に不備がある経費は、助成対象に含めることができません
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技術検討項目の完了

技術検討が完了した（助成事業の目的が果たされた）ことを公

社が確認して助成事業が終了となります

– 申請書に記載された技術検討項目の完了をもって、技術検討が終了

されたとみなします

– 助成対象期間内に技術検討の完了を確認できない場合、助成金は交

付されません

※参考（募集要項P.2,3 助成対象事業（３）「助成事業における注意事項」）

「技術検討は助成対象期間内に完了させなくてはなりません。」
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２．事業のフロー
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採択以降の全体フロー

8製品開発着手支援助成事業



• 申請された助成事業計画を確認させていただくとともに、今後の事務

手続きについてご説明します

• ご不明な点は、いつでも調査員へお問い合わせください

事前支援
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担当者 役割 支援内容

調査員
窓口担当

事務面の支援

・検査の日程等の調整

・報告書類に不足がないようサポート

技術

アドバイザー
技術面の支援

・技術文書等に不足がないようサポート

事前支援
・技術検討の内容について認識の共有

（申請内容の具体的詳細をヒアリング）

事業担当 支援の統括 ・事務面、技術面について統括

＜公社支援体制＞
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完了検査
• 完了検査は、実績報告書の提出後に実施します。

– 事業終了日の翌日から15日以内（事業終了予定日から前倒して提出可）

• 公社へ提出された報告書類と、企業保管分とが同一であるかの確認

を行います（原本照合）

• 公社提出分：実績報告書（原本）＋帳票類等（写し）

• 企業保管分：実績報告書（写し）＋帳票類等（原本）
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検査でご協力頂くこと

• 当日は事業全体を把握している担当者が出席してください

– 検査員から技術的な内容に関する質問をします

• 試作品（制作物）の現物、未使用分原材料等をご準備してく

ださい

• 企業保管分の報告書類は順序通りに綴じてご用意ください

– ファイリングを徹底して頂くことで、原本照合の速やかな実施が可能

• 帳票類等（通帳含む）は原本をご用意ください

• 所要時間は概ね2時間程度です
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完了検査以降のフロー
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終了年度 翌々年度から2年間

企業化状況報告
（２回）

交付完了検査

翌年度から5年間
書類原本・財産の保存

2年目 3年目1年目 4年目 5年目

助成事業
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交付手続き

• 助成確定額は、完了検査後の査定により決定されます

• 決定後、助成金確定通知により通知します

13

助成金
確定通知

助成金
請求書

印鑑
証明書

公社 採択企業

郵送 助成金
確定通知

助成金
請求書

※発行から
3か月以内

助成金
請求書

印鑑
証明書

助成金
請求書

郵送

振込
支出処理

口座番号等を記入

実印を押印

※郵送は、簡易書留等の証跡を確認可能な方法で行ってください
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企業化状況報告

• 前年度の事業化の状況を報告して頂きます

– 製品化（販売）されたか

– 特許等を出願したか

– その他売上、費用等の金額を入力する欄があります

• ２年間、毎年1回公社より調査票を郵送します

• 公社HPから様式をダウンロード可能です

• 原本を公社へ郵送、写しをファイルに綴じ保管してください

• 報告書を提出されない場合、以後公社助成事業に申請できなくなり

ますのでご注意ください
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財産管理

• 財産とは開発物、50万円以上（税抜）の物品等を指します

• 事業終了後、公社ステッカーを貼り、5年間の保管義務あり

• 財産処分をする場合は、所定の手続きが必要です

– 財産処分：転用、譲渡、貸付け、廃棄等

– 処分したことにより収入があった場合は、助成金の全部または一部

を納付していただきます
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３．計画の変更・中止
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計画の変更・中止

• 助成事業の遂行にあたり、所定の手続きを行うことで、

計画の変更・中止が可能です

※検討項目は変更はできません

※申請書に記載した検討項目に実施していないものがあっても、技術検討が

完了したと判断できる場合は助成事業を完了することができます。

• 計画の変更・中止は、事前に変更の承認が必要です

– 公社の承認を得ずに変更等を行った場合、助成対象外となります

• 正当な理由がない限り変更は認められません

17製品開発着手支援助成事業



変更手続きが必要な主なケース

18

No 計画の変更内容 手続き

1 代表者等（名称、所在地、代表者名）の変更 届出

２ 個人事業者が助成事業を実施する法人を設立したとき 届出

３ 終了予定日を延長するとき 届出

４ 委託（外注）先の変更・追加、委託内容を変更するとき 承認

5 新たな経費区分に計上するとき 承認

６ 経費区分ごとの配分額を20％を超えて変更しようとするとき 承認

＜変更理由の記入例（配分額の変更）＞

「〇〇〇の購入について、検討途中の素材についてより安価な〇〇〇を利用することで代替可能で

あることが判明したため、購入を変更することとする。よって、原材料は〇〇〇〇円減額する。委

託費については新たに〇〇〇の試験を行う必要が発生したため、〇〇〇〇円を増額する。」

※客観的に把握できる程度に具体的な内容を記入してください
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4．対象経費
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必要最小限の経費

技術検討項目の完了を確認できる最小限の数量分が助成対象

※試作品等について、1台で機能・性能の技術検討が可能であれば原則1台

のみ

※複数または途中試作を製作する必要がある場合は、その理由と製作過程

(仕様、試験結果、写真)を報告内容に含めること
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対象期間内に取引が完結した経費

助成対象期間内に委託(契約)して取得し、支出した経費
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令和５年１月1日
助成対象期間

発注日（契約日） 支払日

支払日

発注日（契約日） 支払日

令和５年12月31日(最長)

発注日（契約日）
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助成対象外となる経費

① 募集要項で規定されていない経費
消費税、振込手数料、通信費、光熱費等の間接経費

② 再委託した経費

③ 関連会社との取引により発生した経費

④ 帳票類に不備がある経費
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取引

資本関係、役員兼務等

採択企業 仕入・委託先
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※検査により減額になる場合あり

総事業費・対象経費・交付額の関係

総事業費
（助成事業に要する経費）

税、規定外経費込

対象経費

税、規定外経費抜

交付額

対象経費に助成率を乗じた額

助成率1/2を乗算

税を除外

原-1

委-1
原-1

委-1

委-2

規定外経費
（例：交通費）

原-1

委-1

委-2

原材料費

委託・外注費

助成事業で
規定外の経費

税を除外

規定外経費を除外

委-2
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経費区分

経費区分 説明 例
資金支出明細

の番号

原材料・
副資材費

試作品に組み込まれるもの、
一部を構成するもの

鋼材、基板 原-1、原-2

委託・外注費

技術開発要素を伴った内容であること
・委託費
・外注費

・共同研究費
・市場調査費

加工、試験 委-1、委-2
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5．報告書類の作成・管理
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経費区分別支払明細表

報告書類の体系
実績報告書

支払総括表

帳
票
類

内
容
を
示
す
文
書

原材料費 委託・外注費

カタログ

写真

見積書

発注書

発注請書

納品書

請求書

振込控

見積書

契約書

納品書

請求書

振込控

仕様書

図面

写真

完了報告書

仕様書

通帳 通帳

開発・試験報告書

図面

試験報告書

技
術
文
書

技術検討結果報告書

組立図 部品図

カタログ

技術検討結果まとめ
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＜用意するもの＞

原-

１

原-

２

委
託
費

委-

１

委-

２

委-

３

原
材
費

実
績
報
告
書

報告書類の綴じ方

背表紙
（様式集から取得可能）

A4カラー用紙

インデックスＡ４版ハードカバー
２穴ファイル

＜見本＞＜イメージ＞

申
請
書

※帳票類を綴じる順番は体系図を参照
※事業終了後5年間保管義務あり
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実績報告書

• 報告書類は助成事業終了後15日以内に提出してください

• 実績報告書では、「（３）事業の成果」欄に、技術検討項

目の結果を記入してください
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実績報告書
記入例（事業の成果）
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申請書の達成目標の項目ごとに、①達成度（達成・未達成）、②経過、
③達成の根拠となる技術文書を記載

検討項目 検-1 「〇〇機能による明るさ性能の向上 〇〇nm～〇〇nm 」

(1)達成度

「達成」

(2)経過

〇〇は、△ △ △方式を開発したことにより、 ▽ ▽機能を実現し、

試験の結果、□ □ □を満たすことができた。

（3）文書

× × ×試験報告書 XXページ 試験結果参照
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支払総括表

30

経
費
区
分
別
支
払
明
細
表

手
入
力

各経費の支払金額の合計表

手入力
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様式第７－２号（別紙２－１）

（企業名：株式会社○○　　　　　　　　　　　） № 1
経費区分：原材料・副資材費

（単位：円）

品　　名
助成事業に
要する経費

助成対象経費
消費税等
対象外経費

見　積 契　約 納　品 請　求 支　払 領　収 支払先企業名

仕　　様 (A+B) (A) (B) 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 支払方法

α材 ○○株式会社

○○ 振 ・ 小 ・ 現 ・ 手

β材 株式会社○○

○○ 振 ・ 小 ・ 現 ・ 手

5,000 R5.4.20R5.2.10 R5.3.20 R5.4.10 -R5.2.2020 110,000 100,000 10,000 原-2

原-1

経費区分別支払明細表

単価 数量
支出
番号

20,000 20 440,000 400,000 40,000 R5.2.20 R5.3.20 R5.4.10 R5.4.20 -R5.2.10

ファイルした帳票類の

インデックスと

同一の番号

該当する項目を○支払先の名称を記入R5.1.1～助成事業完了日までであること

経費区分別支払明細表
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数量は未使用分を除く

※受払簿に使用状況を記入し、適切に在庫管理してください。

提出を求める場合があります。

※検査で原形が確認困難なもの（変形・消滅等）は

購入時に写真を撮っておいてください

助成対象外

助成対象

試験用
試作用
使用分

未使用分

経費ごとの取引した実績の詳細を記載（各経費分を作成）

帳票類の日付を記入

品名を記入

＜原材料・副資材の取扱い＞

製品開発着手支援助成事業



○○年○月○日
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助成事業者名

見積書

※30万円未満は省略可

仕様・単価・数量が明記されていること

有効期限内であること

将来発生するであろう価格を事前に算出し、その内容を具体的に表示・記載した書類

発行者の連絡先が
明記されていること
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発注書

※30万円未満は省略可

注文者が発行する注文を意思表示する書類（「注文書」でも可）

○○年○月○日

仕様・単価・数量・支払方法が明記されていること

助成事業者名

社判または代表者印
（自署でも可）
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○○年○月○日
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発注請書

※30万円未満は省略可

社判または代表者印
（自署でも可）

仕様・単価・数量・支払方法が分かること
（発注書と同じであること）

助成事業者名

注文者が発注書を受領後、発注を承った旨を通知するための書類
（取引成立の意思表示を示す書類として提出が必要）「注文請書」でも可
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仕様・単価・数量が分かること

納品書

※業務完了報告書等の履行が確認できる文書でも可

物品等が納入された際に受領する書類
（発注した通りに納品がなされたかを確認）

○○年○月○日

仕様・単価・数量が明記されていること
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請求書
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発行者の連絡先や口座が
明記されていること

支払いを請求するために発行する書類

○○年○月○日

製品開発着手支援助成事業



振込控え
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窓口振込の場合 ATM振込の場合 インターネット振込の場合

窓口振込控 ATM振込控
金融機関の

振込画面の写し

＜金融機関の振込画面の写し＞

振込日、振込先、口座番号、振込金額等が詳細に分かること

該当行を蛍光ペンでマーク
もしくは、該当行以外を黒で塗りつぶす
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通帳
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振込控えに該当する日付、支払金額が記載されていること

通帳の表紙もコピー

※当座預金口座の場合は、当座勘定照合表の写しを提出

※インターネットで振込を行った場合は、通帳が必要

※インターネットバンキングにより通帳が発行されない場合は、

取引の明細照会の写しを提出

該当行を蛍光ペンでマーク
もしくは、該当行以外を黒で塗りつぶす
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当座勘定照合表
小切手、手形による支払時に写しを提出

（小切手帳、手形帳の表紙と控えの写しも併せて提出）

39

※自社発行であること、助成対象期間内に決裁が済んでいること

※手形の裏書による支払は対象外

取引日、振込先、口座番号、振込金額等が詳細に分かること
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取引の明細照会
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振込控えに該当する日付、支払金額を確認できること

該当行を蛍光ペンでマーク
もしくは、該当行以外を黒で塗りつぶす

通帳が発行されない場合に通帳の代わりとして提出
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領収書
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（株）○○○○

助成事業者名 領収日

購入品等の内容、領収金額、消費税額

領収書

印

○○ ○ ○

○○○○○

発行者名、住所

現金払いの場合に提出（税込10万円未満のみ）
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領収証書
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助成事業者

専門家
弁理士

源泉徴収税に係る納税実績の確認のため提出

税務署や
金融機関窓口

報
酬

所
得
税

所得税徴収高計算書
（3枚1組複写式）

印

税務署または金融機関の領収印があること

支払

受領

領収済
通知書

領収控
領収
証書

領収
証書

所得税
徴収高
計算書
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6．事前支援に向けて
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報告書類のファイル準備

① 様式ファイルのダウンロード

報告書類の様式ファイルは１月５日より

下記のURLに掲載いたしますので、ダウンロードしてお使いください。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/yoshiki/index.html

② ファイル準備

1. 背表紙、インデックスの作成

2. 申請書データの印刷

※お手元にデータがない場合は事務局までご連絡ください
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事前支援の日程調整
• 事前支援を順次実施します

– 事前支援の内容

① 申請内容・進捗状況の確認

② 事務手続き等の質疑応答

③ 達成目標・成果物の認識共有

④ 今後の予定・見通しの情報共有

担当の調査員が１月26日（木）までにご連絡します

日程調整にご協力よろしくお願いします

助成課 製品開発着手事務局 Tel:03-3251-7895
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